








小規模企業者支援特別資金

小規模企業者
（中小企業信用保険法第２条第３項に定める）

対象者

2,000万円融資限度額

7年以内返済期間

※県中小企業育成資金（小口）の利率に準じる（R7.１０．１現在1.4５%以下）融資利率

元金均等割賦償還（据置期間6ヵ月以内）償還方法

1年間 全額
利子補給

（運転・設備ともに）

福井銀行・北陸銀行・福邦銀行・福井信用金庫・北國銀行の越前市内の各支店申込先

その他の制度融資、
利子補給制度のご紹介

女性等創業支援資金
利子補給

マル経融資利子補給

「女性、若者/シニア起業家資金」又は「中
小企業経営力強化資金」を受けており、
市内で創業済（予定）の女性又は創業（予

定）時において55歳以上の男性

マル経融資を受けている方対象者

2年間 全額（累計２０万円まで）

1年間
1％ or 支払利子額の1/2

いずれか多い額
運転

利子補給
2年間

1％ or 支払利子額の1/2
いずれか多い額

設備

日本政策金融公庫
武生商工会議所
越前市商工会

融資申込先

■その他の利子補給制度

※マル経融資は、県の利子補給も受けられます。３

事業に
必要な資金
（運転資金・
設備資金）
を借りたい



その他、詳しくは越前市HPから「制度融資の手引」をご覧ください。

【申込先】 福井銀行・北陸銀行・福邦銀行・福井信用金庫・北國銀行の市内各支店

【お問合先】越前市役所 産業政策課（市役所本庁２Ｆ）
TEL：0778-22-3047／FAX：22-5167
MAIL：syoukou@city.echizen.lg.jp

ー融資申込及び利子補給申請等に係る要件と提出書類についてー

利子補給申請融資申込

その他
・マル経融資
・女性等創業支援資金

（B)
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特別資金

（A)
中小企業等

未来開拓サポート資金

（B)
小規模企業者支援特別資金

（A)
中小企業等未来開拓サポート資金

• 当該融資を受けており、確実に元金及び利子の
返済を行っている方

• 市税を完納している方

• 福井県信用保証協会が定める保証対象業種を営んでいる方
• 市税を完納している方
• 償還能力を有している方
• 設備資金の融資を受ける方の場合、具体的な設備計画を有し、

かつ市内に当該設備を設置するものであること
• 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種の場合、

既に当該許可、免許、登録等を受けている方要
件

• 市内で１年以上継続して事業を営ん
でいる方

• 中小企業者（小規模企業者を除く）の
場合、市内で１年以上継続して事業を
営んでいる方

• 小規模企業者の場合、市内で事業を
営む方又は３ヵ月以内に事業開始予
定の方

【利子補給交付申請書兼請求書と共に提出】

• 返済額一覧表の写し及び支払利息証明書
• 市税に滞納なしの証明書

※申請書に同意があれば不要

• 利子補給を受ける場合、それを証する書類（(A)
のみ）
※チラシ表面補給対象一覧添付書類欄に記載

【融資申込書と共に提出】

• 市税に滞納なしの証明書（完納証明書）
• 設備資金の融資を受ける方の場合、見積書、契約書等
• 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種の場合、

当該許可、免許、登録証等の写し
• その他金融機関が認める書類
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【補給対象①】交付決定通知書により確認

【補給対象②】認定証により確認

【補給対象③④⑤】登録通知書等により確認

融
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【融資申込及び利子補給申請に係る手続きフローについて】（中小企業等未来開拓サポート資金、小規模企業者支援特別資金）
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1月中旬 ～2月末

融資申込

利子補給申請

融資申込日から
1年前の日
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※未来開拓サポート資金
補給対象の確認方法

４
制度融資の手引き






























